
別紙１ 

農作業従事者無料職業紹介所 

求 人 票 

受付年月日 年   月   日 

受付番号  

担当責任者  
受付受

理者 

 

 

登録番号  自宅 0983－00－0000 

ふりがな 

氏名 

のうきょう たろう 携帯 090－0000－0000 

農協 太郎 ＦＡＸ 0983－00－0000 

現住所 
〒８８１－００００ 

宮崎県西都市大字○○００００番地 

従事する仕事

内容 

作物名 ピーマン 

具体的内容 

栽培管理 ・ 定植 ・ 収穫 ・ その他（       ） 

ピーマンの収穫作業・葉っぱ切り方 

就業場所 ○○支所の後ろ付近のハウス、○○の近く 

求人数 
2  名 

雇用期間 
28年 4 月 1 日 ～ 28 年 6 月 1 日 

（     週３日ごと・２か月位     ） 

就業時間 8 時 00 分  ～  12 時 00 分 
時間外労働 

休憩 無 ・  時  分 ～  時  分 
有（月/20時間以内） ・ 無 

休日 

月・火・水・木・金・土・日・祝 

加入保険 

①労働保険（ 有 ・ 無 ） 

②雇用保険（ 有 ・ 無 ） 

③農作業中傷害共済 

（ 有 ・ 無 ） 

その他 

 要相談 

共済契約番号  

賃金 基本賃金 月給・日給・時間給（  714   ）円 

支払日 
・当日払い  ・その他（            ） 

※時給は宮崎県の最低賃金以上とします。 

備考 

・本申込書の有効期限は 1年間とする。 

・雇用の成立および終了時には、本事務所に通知してください。 

・雇用希望日に求職者のやむ得ない事由により就業できない場合があります。 

※この情報は、無料職業紹介事業以外の目的では使用いたしません。 

 

 

記入例 

（組合員農家向け） 

※まだ求人者登録をされていない組合員の方は、記入例を参

考に、ご記入の上職業紹介所（営農企画課） 

電話 0983-35-4129 まで連絡頂き、ご持参ください。 

 

※求人者登録を頂いている組合員の方は、電話連絡のみもし

くは申込書のＦＡＸ送信でも受付可能となります。 

※傷害共済への確認が取れない場合は、求人依頼の

受付が出来ませんので、依頼の際は必ず加入をお願

い致します。共済契約番号は証書等に記載されてい

ると思いますのでそちらも記入をお願いします。 

《注》 

宮崎県の最低賃金は 

平成 28年１０月１日から

714円になっていますの

で、それ以上でのお支払い

をお願いします。 


